
１．特別史跡指定地内について

１）第２次保存管理計画における整備活用状況

① Ａ 遺構整備活用地区

  先述のように第２次保存管理計画では、整備活用を進める対象地区としてＡ遺構整備活

用地区を設定しているが、そのうちＡ１整備活用地区を対象に積極的に公有化や整備活用

を進めてきている。

  また、これらの既整備地区に関する課題については、第３次保存管理計画におけるＳ重

点遺構保存活用地区に係る整備活用計画の進展と並行して、来訪者の利便性向上を目的と

して、施設等の補修を逐次実施するとともに適切な維持管理を行う。

   現段階での整備活用の状況や課題について簡単に整理すると以下のとおりである。

イ）Ａ１整備活用地区

[ 政庁地区 ]

＊ 近年の発掘調査成果により、第Ⅱ期遺構の解釈が変更されている。

＊ 解釈の変更に伴い、遺構平面表示、野外模型、説明板等の修正が必要となっている。

＊ 多賀城跡では最も早く整備された地区で、既に４０年近くが経過し、老朽化が進んで

    いる。現在は新たな第Ⅱ期遺構の解釈に基づき、再整備が進められている。

[ 政庁南方地区 ]

＊ 政庁 - 南門間道路の政庁取付き部で、発掘調査成果に基づき第Ⅱ期の石積み階段とし

    て既に整備されているが、年月も経っているために再舗装等の補修が必要な状況であ

    る。

[ 南門及び周辺地区 ]

＊ 多賀城碑が現存する地区で、多賀城跡の中では最も歴史的な風情が感じられる場所で

    ある。

＊ 南門跡が遺存する重要地区で、近年の公有化の進捗により周辺の民家が移転し、新た

    な整備活用の進展が求められている。

[ 作貫地区 ]
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大 畑・ 東 門 地 区

Ａ ２ 整 備 活 用 地 区

六 月 坂 地 区

多 賀 城 廃 寺 跡

山 林 緑 地 保 全 地 区

＊ 政庁地区の東方に位置し、発掘調査成果に基づき第Ⅲ期の官衙遺構の平面表示等の整   

    備が実施されている。

＊ 中世空堀の露出展示覆屋については露出展示遺構の風化が進んでいるために、遺構の

    埋戻し、覆屋の再利用法の検討などが必要となっている。

[ 大畑・東門及び周辺地区 ]

＊ 東門跡や実務官衙跡が遺存する地区で、港（国府津）に繋がる道が通り、多賀城の実

    務面で重要な役割を担っていた。現在は東門や実務官衙の遺構平面表示が行われてい

    る。

＊ すぐ近くに陸奥総社宮があり、また加瀬沼公園に通じる場所でもあることから、さら

    なる活用が望まれ、来訪者の誘引策の検討が必要である。

ロ）Ａ２整備活用地区

   第２次保存管理計画の前に整備が実施された地区として以下の２地区がある。

[ 六月坂地区 ]

＊ 東門から続く東西道路を含む倉庫群の存在が確認された地区で、遺構の平面表示等の

    整備が実施されている。

＊ 現在は史跡全体の遊歩道から外れていることもあり、来訪しにくい状況であるが、東

    西道路や倉庫群が存在した特徴的地区であることや、春には枝垂桜が開花する等、他

    の地区にはない魅力を備えている。

[ 多賀城廃寺跡 ]

    

＊ 特別史跡で最初に整備が実施された地区で、５０年近くの歳月を経てもなお、良好に

    歴史環境が維持されている地区である。

    遺構の残存状況が良く、寺院の伽藍配置が分りやすいこともあって、史跡としての現

    況を生かした修景的整備が行われている。

＊ 現在は近隣の住民や保育所の園児等が数多く訪れ、憩いの場としても親しまれている。

② 山林緑地保全地区

  第２次保存管理計画では前述の整備活用地区と一体的な緑地としての保全を図ってきて

おり、積極的な整備活用は行っていない。

  加瀬沼に面する多賀城跡北側の緑地では、北辺築地沿いの東半部で木道による遊歩道を

設置していたが、現在は劣化による危険防止のため撤去されている。



( 上：「多賀城跡 - 発掘のあゆみ 2010-」宮城県多賀城跡調査研究所より一部編集のうえ転載 )

多賀城跡の整備活用 ( 現況 )

東北歴史博物館 ＪＲ国府多賀城駅 史都多賀城万葉まつり 観光ボランティアガイド

大畑地区

多賀城碑覆屋
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南門及び周辺地区

東門及び周辺地区六月坂地区 政庁地区

作貫地区

多賀城廃寺跡多賀城碑拓本



  また、作貫地区の丘陵斜面部の杉林についても、当該地区整備時に間伐、下枝払いなど

による既存緑地修景を実施しているが、既に２５年以上が経過しているため、元の状態に

戻っている。

③ 湿地環境保全地区

  第２次保存管理計画では出来るだけ農地としての維持を目指していたが、近年の農業環

境の変化により徐々に公有化が進みつつある。このうち東南隅地区に関しては整備活用が

進んでおり、現在の状況は以下のとおりである。

[ 南東隅地区 ]

＊ 多賀城跡南東隅の湿地域で低丘陵を挟んで、東辺材木塀遺構の保存施設や南辺築地跡

    の現況修景等の整備が実施されている。

＊ 当地区は湿地域に遺存する木質系の遺構・遺物の保存のため、地下水位の低下を防止                

　 することを目的として湿生植物（アヤメ・花菖蒲等）を中心とした園地的整備活用を

　  図っている。

＊ 開花時期には、「史都多賀城あやめまつり」が開催され、数万人が訪れる等、活用が進

    んでいる例となっている。

２）第３次保存管理計画における新たな基本方針

  第３次保存管理計画では、保存管理のさらなる進展を図ることを目標として、第２次保

存管理計画におけるＡ１整備活用地区について新たにＳ重点遺構保存活用地区とＡⅠ遺構

等保存活用地区に分けて設定している。

  このうちＳ重点遺構保存活用地区を主な対象に平成２３年度を計画初年度とし、１０年

間を目途に優先的かつ計画的に整備を実施することとする。

  また、前述したＡⅠ遺構等保存活用地区の既整備地についても、新たに整備活用を推進

するＳ重点遺構保存活用地区との一体的活用にも十分に配慮したものとする。

① Ｓ重点遺構保存活用地区の基本方針

＊ 古代多賀城を象徴する中軸線として、多賀城南門、築地の実物大復元、政庁 - 南門間

    道路、南北大路の復元的整備を行い、分り易い歴史景観の形成を図る。

＊ Ｓ重点遺構保存活用地区の遺構期は原則として第Ⅱ期を対象とする。

＊ 政庁 - 南門間道路を横断している道路については、用途が変更可能になった段階で、

    地形の復元等による連続性の確保に関する検討を行う。

＊ 南北大路及び政庁 - 南門間道路を移動する来訪者の視点でのビューポイントや周辺景

    観の修景にも配慮する。

＊ ガイダンス施設の設置など、見学者の利便性、ボランティアガイド等の活動サポート
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    にも充分に留意したものとする。

② ＡⅠ遺構等保存活用地区の基本方針

＊ Ｓ重点遺構保存活用地区に準じる地区として見学者の誘引策を検討するとともに、景

    観的にも全体的な維持向上を図る。

＊ 先述の既整備地区に係る課題についても、Ｓ重点遺構保存活用地区と並行して、再整

    備や補修等を実施する。

＊ 特に近年の発掘調査成果により説明板等の内容について修正が必要なものは、適宜新

    しい情報に更新する。

③ ＡⅡ遺構等保存活用地区の基本方針

＊ 旧塩竈街道沿いで、江戸時代以降に形成された集落が存在する地区であり、第３次保

    存管理計画では生活文化構成要素として位置付けしている。

    先述のＳ重点遺構保存活用地区、ＡⅠ遺構等保存活用地区の整備活用と並行して、地

    域住民との共営等による特別史跡と調和した集落景観の維持向上を図る。

④ 緑地環境保全地区の基本方針

＊ 公有化が進捗し、まとまった緑地景観として修景可能な地区に関しては、史跡景観の

    一部として積極的な管理を行う。

＊ 活用に関しても、状況に応じて里山的利用が可能な地区での体験学習等を検討する。

⑤ 湿地環境保全地区の基本方針

＊ 極力公有化を行わず水田として継続を目指す。また、公有化が終了している旧水田に

    ついては、可能な範囲で水田としての機能維持を図り、古代米栽培などの体験学習を

    検討する。

３）Ｓ重点遺構保存活用地区に係る整備活用計画

   第３次保存管理計画における整備活用のイメージは、以下のマスタープラン及びマスタ

ープログラムのとおりである。なお、実際の整備にあたっては、今後、宮城県が策定を予

定している「特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画」にその内容が記載されなければなら

ない。そのため、当該整備基本計画策定時における宮城県との協議の中で、あらためて第

３次保存管理計画の整備活用イメージを基本に整備内容・整備期間等を充分に検討するこ

ととする。

① Ｓ重点遺構保存活用地区に係る整備活用計画マスタープラン

イ）遺構保存活用計画 

Ａ Ⅰ 地 区

Ａ Ⅱ 地 区

緑 地 環 境 保 全 地 区

湿 地 環 境 保 全 地 区

整 備 活 用 計 画

マ ス タ ー プ ラ ン

遺 構 保 存 活 用 計 画



＊ 政庁北面地区

     ・政庁地区の後背地としてふさわしい修景を行う。

     ・管理事務所に併設する既存駐車場は大型バスの進入が困難なため、旧塩竈街道沿い

       に大型バスの乗降にも利用可能な広場を設置する。

     ・また、当該広場には案内休息施設を設置し、ボランティガイドの拠点、バスの待合

       や雨天時の避難場所等、来訪者の利便性向上にも配慮する。

＊ 政庁地区

     ・新たな見解に基づき第Ⅱ期政庁の平面表示について再整備を行う。

     ・既存の野外模型や説明板等で、内容的に修正の必要性が生じているものについては

       適宜更新する。

＊ 政庁南面地区

     ・既整備の石積み階段について舗装等の補修による全体的な修景を行う。

＊ 城前地区

     ・発掘調査成果に基づき、第Ⅱ期の遺構について平面表示を行う。

     ・当該地区については政庁地区、鴻の池地区、南門地区への良好な眺望が確保できる

       立地上の利点があり、これらに充分に配慮した整備を実施する。

＊ 鴻の池地区

     ・近年の発掘調査成果に基づき、想定される園池の復元的整備に関連して、園池の範

       囲等を確認するための発掘調査の必要性も含めて今後の検討課題とする。

     ・当時の園池にふさわしい周辺景観についても合せて検討する。

     ・当該地区に広がる湿地域には貴重な木質系の遺構・遺物が存在するため、これらの

       遺存環境の保全にも充分な配慮を図る。

     ・生活排水や雨水が流入することから、下水道計画との調整を図っていく。

＊ 南門及び周辺地区

     ・第Ⅱ期の南門及び築地の一部について実物大復元を行う。

     ・多賀城碑を含め周辺地区の関連整備、緑地修景を行う。

     ・建物復元に合せ、第Ⅱ期の政庁- 南門間道路及び南北大路について復元的整備を行う。

     ・現在、政庁 - 南門間道路を横断している県道泉・塩釜線については、市道変更時に

一部埋立て（地形復元）等による政庁－南門間道路の連続性を確保する方向で検討

する。また、市道丸山線の現市道についても管理用部分を除き、同様の目的で埋立

て（地形復元）を行い廃止を検討する。

     ・既存の便所及び駐車スペースについても、前述の南門及び築地の復元や市道廃止に

       伴い、撤去のうえ地形等の復元を行う。

     ・南門復元建物の南方で、南北大路沿いにガイダンス施設、多目的広場、便所・駐車

       場等を設置し、来訪者を南北大路・政庁 - 南門間道路へ誘導する。

＊ 館前遺跡

     ・建物跡の平面表示による整備を行うとともに、そのうちの一棟については案内休息

       機能を持たせた復元的な施設とする。

     ・当該地は南門復元建物が遠望できる立地を有する事から、多賀城跡全体の案内板を
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図 19 整備活用計画マスタープラン 全体概念図

南門 ( 第Ⅱ期 ) 復元建物イメージ図



       設置する等の情報提供を行う。

ロ）施設配置計画

＊ ガイダンス施設

     ・玉川岩切線の北側で南北大路沿いに、Ｓ重点遺構保存活用地区を中心とした史跡見

       学の拠点としてガイダンス施設を設置する。

     ・現段階ではガイダンス施設の規模及び機能について、以下の内容を想定する。

       意匠等：歴史景観にふさわしい意匠・構造とし、規模等については今後の検討とする。

       機能等：展示機能～主に S 重点遺構保存活用地区を対象とした展示内容とし、東北

                                  歴史博物館、埋蔵文化財調査センターの展示との役割分担にも

                                  配慮するとともに現地に即したガイダンス機能の充実を図る。

                   学習機能～隣接する多目的広場も併用し、現地を生かした歴史学習の場所

                                  としても活用する。

                   情報機能～特別史跡に関連する様々な情報を提供する。

                   拠点機能～ボランティアガイド等の活動拠点として利用する。

＊ 案内・休息施設

     ・来訪者の利便性に配慮し、各地区に必要に応じて小規模な案内・休息施設を設置する。

 

＊ 説明板等

     ・全体的なサインシステムを検討し、それに基づき、適宜必要な説明板等の新設や更

       新を行う。

     ・音声ガイドやユビキタス等の解説ソフトの効果的な導入についても検討し、来訪者

       の希望に合せた情報入手方法の選択を可能にする。

＊ 便所・多目的広場

     ・ガイダンス施設に隣接して来訪者用の多目的広場と便所を設置する。

     ・多目的広場については、大型バスや車イス利用者などの乗降スペースとして配慮す

       るとともに、全体的な緑化修景を行い史跡景観との調和を図る。

ハ）動線計画

＊ 歩行者動線

     ・来訪者の動線については、南北大路、南門復元建物、政庁 - 南門間道路、政庁跡を

       結ぶ多賀城の中軸線を再現する。

       また、東北歴史博物館やＪＲ国府多賀城駅から南北大路までの連絡遊歩道を新たに

       中央公園内に設置する。

     ・第２次保存管理計画期間中に設置されたＡ１整備活用地区の既設遊歩道との接続等、

       全体的な遊歩道の一体的な利活用にも配慮する。

ガ イ ダ ン ス 施 設

案 内・ 休 息 施 設

説 明 板 等

便 所・ 多 目 的 広 場

動 線 計 画



Ｓ重点遺構保存活用地区全景（南より）

 政庁地区 （南西より）  政庁北面地区  政庁南面地区

 城前地区  鴻の池地区  南門周辺地区

 政庁 - 南門間道路  南北大路  館前遺跡

正殿 （南より） （北より） （北より） （南より） 

（北西より） （南より） 

（南より） （東より） （北西より）

（南西より） （北東より） （南より） 

（北より） （南より） 

 ）  ）  

 ）    

）  ） 



図 20 整備活用計画マスタープラン（Ｓ地区周辺のイメージ図）



この図は、現段階で想定されるイメージ図であり、詳細については宮城県が策定する

「特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画の策定段階で再度検討を行う。



       特別史跡内の見学用順路の案内に関しては、ガイダンス施設やパンフレット等によ

       る分り易い情報提供の方法について検討する。

＊ 自動車動線

     ・自家用車での来訪者については、ホームページや現地での案内板・パンフレット等

       により駐車場の場所やそこを起点とした周辺史跡案内情報の提供を行う。

     ・大中型バスでの短時間見学等に配慮し、政庁北面地区に乗降も可能な多目的広場を

       設置する。

ニ）緑化修景計画

     

＊ 南北大路周辺、鴻の池地区周辺、南門地区周辺

     ・主に上記の地区については、南北大路や政庁 - 南門間道路からの眺望の背景林とし

       て良好な景観の形成を図るために、既存緑地の修景や新たな緑化を行う。

     ・地形復元に伴う地被植栽については、歴史的景観に沿った種類を選択するとともに、

       盛土の崩壊防止にも留意したものとする。

② Ｓ重点遺構保存活用地区に係る整備活用計画マスタープログラム

  第３次保存管理計画の期間は平成２３年度を初年度とし、平成３２年度までの１０年間

を目途とすることは先に述べたとおりである。

  整備活用事業については「第２章保存管理の経緯と実績／２．関連事業の実績」で触れ

ているとおり、第２次保存管理計画以降、「多賀城跡環境整備長期基本計画」に基づき、

宮城県多賀城跡調査研究所を事業主体として長期に渡り継続的に実施されてきている。

  第３次保存管理計画の整備活用の方針においては、この長期基本計画を踏まえ、政庁 -

南門間を結ぶ多賀城の中軸線を対象としたＳ重点遺構保存活用地区を新たに設定し、先に

掲げたマスタープランに基づく整備活用のさらなる進展を目標としている。

  第３次保存管理計画の期間を目途としてマスタープランの具体化を図るためには、従来

の環境整備事業に加え、新たに事業を並行して実施していく事が必要不可欠である。

  特別史跡の環境整備事業に関する従来の継続事業と新たな事業について、それぞれのマ

スタープログラムの位置付けを示すと以下のとおりである。

＊ マスタープログラム Ａ：従来からの継続事業

    宮城県多賀城跡調査研究所が主体となり、発掘調査の成果に基づき遺構の表現や解説

    等を目的とした整備を継続的に実施している事業で、現在は平成２２年度を初年度と

    する第９次５カ年計画が進行中である。

＊ マスタープログラム Ｂ：新たに並行して行う事業

    従来からの継続事業以外で、第３次保存管理計画の計画期間を目途として南門建物復

    元等の実施を図る事業で、主体は管理団体である多賀城市教育委員会文化財課を想定

    している。計画が長期間に及ぶため事業対象も含め、適宜宮城県と調整を行い進める。

緑 化 修 景 計 画

マスタープログラム



Ｓ地区に係る整備活用計画マスタープログラム ( 案 )

この図は、現段階で想定されるプログラムであり、詳細については宮城県が策定する

「特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画の策定段階で再度検討を行う。



  現段階で想定されるマスタープログラムの案については別表のとおりであるが、詳細に

ついては先述のマスタープランと併せて基本計画策定段階で再度調整を図ることとする。

２．特別史跡周辺地域について

１）特別史跡周辺地域の整備活用に係る現況

  近年、特別史跡の周辺、特に南面地域の開発が著しく進んでおり、多賀城跡と密接に

関連する整備活用面での調整や歴史に係る周辺景観としての維持向上が求められている。

特別史跡に直接的に係るものをあげ、現況や課題について簡単に整理すると以下のとお

りである。

[ 東北歴史博物館 ] 

＊ 平成 11（1999）年に開館した県立の歴史博物館で、東北地方の歴史全般を研究対

　 象としており、県外各地からも多数の来館者がある。

＊ 立地的に特別史跡多賀城跡附寺跡と密接に関連しており、史跡めぐり等も定期的に開

    催されている。

    第２次保存管理計画においても特別史跡を「遺跡博物館」として形成することを目指

    しており、本計画でもＳ重点遺構保存活用地区を中心に「遺跡博物館」形成のさらな

    る進展を図ることで、東北歴史博物館との相互連携を深める必要がある。

[ ＪＲ国府多賀城駅 ]

＊ 東北歴史博物館開館後の平成 13（2001）年に営業開始し、鉄道による博物館への

　 アクセスや城南地区を中心とした周辺住民の利便性向上に大きな役割を果たしている。

＊ 当駅を起点とした特別史跡への誘導は今後の重要な課題であり、南北大路に至る分り

    易く誘引力のある歩行者用の遊歩道の設置が不可欠である。

[ 多賀城市中央公園 ]

＊ 多賀城跡の南に広がる都市公園区域で、城南地区との緩衝地帯としての役割が期待さ

    れる。

＊ 南門から南に延びる南北大路の復元、管理棟、駐車場等が計画に盛込まれており、特

    別史跡指定地域と重複している地域も含めて、第３次保存管理計画における整備活用

    に関する方針のなかで相互に十分な調整を行う必要が生じている。

[ 城南地区 ]

＊ 多賀城跡の南に広がる古代のまち並み跡にほぼ重複して開発された住居地域で、発掘
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    調査で確認された南北大路についても新しい住宅地の中で復元的に表示されている。

＊ 特別史跡指定地内の生活文化構成要素に準じて、歴史的風致維持向上計画に沿った景

    観面での質の向上に向けた施策が望まれる。

[ 玉川岩切線 ]

＊ 多賀城跡の南に接して東西に延びる新たに設置された県道で、三陸自動車道とインタ

    ーによって接続する計画もあり、仙台や松島・塩竈方面から特別史跡へのメインアク

    セスとしての役割が期待される。

＊ この道路が通ることで県道泉・塩釜線の交通量の減少が期待され、道路が横断し、機

    能的に不連続となっている政庁 - 南門間道路の連続性の確保が可能となる。

[ 加瀬沼公園 ]

＊ 多賀城跡の北にある加瀬沼を中心とした地域に「人と自然との調和」をテーマとし、

    緑豊かな環境の中で、誰もが日常的な健康づくりができるレクリエーションの場を提

    供するために設置され、多くの市民に親しまれている。

＊ 当公園と多賀城跡北辺地域の緑地との一体的な利活用の進展が望まれている。

２）Ｓ重点遺構保存活用地区南面地域の整備活用方針

  特別史跡の南面地域で整備活用計画に密接に関連する課題として、多賀城市中央公園整

備事業との調整、東北歴史博物館及びＪＲ国府多賀城駅と南北大路を連絡する遊歩道の確

保があげられる。

   これらの課題に対する現段階での方針については、以下のとおりである。

① 多賀城市中央公園整備事業 

   特別史跡と重複する玉川岩切線より北側の地域については、先に記したとおりである。

  同県道の南側については、特別史跡と城南地区の緩衝地帯として重要な空間であること

から、今後の事業内容について次のような配慮が求められる。

＊ 総合公園であり、現在はスポーツ施設の整備が進んでいる。周辺部及び駐車場につい

    ては極力緑化を図り、特別史跡との景観的連続性の形成を目指す。

＊ 大路広場については、イベントの開催など多目的な利活用に対応可能な機能を持たせ

    る。

＊ 管理棟や駐車場については、特別史跡に関連する大規模イベント時の臨時利用にも配

    慮したものとする。

② 東北歴史博物館・ＪＲ国府多賀城駅からの動線整備

玉 川 岩 切 線
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  特別史跡の見学起点として東北歴史博物館やＪＲ国府多賀城駅が大きな役割を果たすこ

とが想定される。現在は周辺地区の急速な開発により、特別史跡へのアプローチが分りに

くい状況である。

    多賀城跡へ正面からの導入を目指すためにも、以下のような南北大路及び政庁 - 南門

    間道路まで誘導するための動線整備が必要である。

＊ ＪＲ国府多賀城駅の北西に隣接する館前遺跡について、特別史跡への導入地点として

    次のような整備活用を目指す。

     ・建物跡の平面表示による整備を行うとともに、そのうちの一棟については案内休息

       機能を持たせた復元的な施設とする。

     ・当該地は南門復元建物が遠望できる立地を有する事から、多賀城跡全体の案内板を

       設置する等の情報提供を行う。

＊ 館前遺跡から南北大路沿いのガイダンス施設を連絡する遊歩道を、次のことに留意し

    つつ設置する。

     ・中央公園内北側に計画されている道路を、遊歩道としての併用に配慮し修景整備す

       る。

     ・遊歩道移動中は右前方に南門復元建物やガイダンス施設が望めるように、高木植栽

       等は行わず、特別史跡側の眺望を確保する。

     ・一方、スポーツ施設のある反対側は遊歩道に沿って花木等の植栽を行い、景観的な

       緩衝を図る。

     ・玉川岩切線の交差点については、目的地への横断等が一度で済むようなスクランブ

       ル方式等について検討する。

３．多賀城市域関連地区について

１）多賀城市域関連地区についての考え方

   多賀城市域には、特別史跡多賀城跡附寺跡の他に、県及び市指定文化財が数多く存在し、

その中には末の松山、沖の井などの歌枕ゆかりの地や中世の板碑などが知られている。

  これらの歴史関連地区については、第３次保存管理計画と密接に関わる計画として、並

行して策定を進めている「多賀城市歴史的風致維持向上計画」で触れている。

  多賀城市域関連地区については、特別史跡多賀城跡附寺跡を中心としたこの「多賀城市

歴史的風致維持向上計画」に基づき整備活用を図ることとする。

２）「多賀城市歴史的風致維持向上計画（案）」からの抜粋  

  ここでは市が平成 23 年度に認定を目指している「多賀城市歴史的風致維持向上

計画（案）」のうちの第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針及び第４

章 重点区域の位置及び区域から抜粋・転載することとし、多賀城市域関連地区について

共通する基本方針とする。

多賀城市域関連地区

歴 史 ま ち づ く り 法



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針

１ 多賀城市の歴史的風致を取り巻く課題

（１）特別史跡多賀城跡附寺跡の保存と活用に関する課題

   特別史跡多賀城跡附寺跡は、大正１１年に史跡指定され、昭和４１年には特別史跡に昇格し、

早くから保存管理や環境整備が進められてきた。しかし、４０年以上の歳月を経て、風雨に

より整備箇所の傷みが生じているとともに、江戸時代以来史跡の保護顕彰に尽力してきた地

元住民の高齢化や担い手不足により、史跡の維持や管理に支障をきたしている。

  また、多賀城跡が平城宮跡や大宰府跡と並ぶ史跡であり、市名の由来になっているにもかか

わらず、多賀城跡に関する興味関心が少ないため、歴史や文化を誇りに感じている人も少ない。

  一方、現在整備が進んでいる多賀城駅や史跡直近の国府多賀城駅から誘導するための案内標

識等の不足や観光ルートとしての曖昧さが目立つ。

  政庁跡部分に関しては、史跡としての本質的な構成要素が埋蔵文化財であり、史跡整備も

平面表示が中心であることから、視覚的に理解されにくく、またその歴史的背景も詳細には

表示されていない。結果として、観光資源としてのシンボル性にも乏しく史跡だけの表示だ

けでは観光政策に限界がある。これらにより周辺の仙台、松島といった主要な観光地に隠れ、

そのため史跡を訪れる人が少なく大きな課題を生じさせている。

（２）歴史的建造物に関する課題

  本市には、特別史跡のみならず、歴史的建造物が数多く分布している。そのうち歴史的風致

を形成している指定文化財については、長年に渡り保護に努めてはいるものの、歴史的な価

値や認識が容易には分からない状態となっており、例えば歌枕の地などでは、水環境の悪化

が進み、歴史的な建造物そのものの価値が損なわれている。

  一方、未指定の建造物に関しては、調査が実施されていないものがほとんどであり、歴史

的価値が見出されていないことから、老朽化により除却されることが懸念されている。特に、

農村集落には、歴史的風致を構成している個人所有の板倉、石倉、土蔵が遺されているが、

中でも市川・南宮地区の板倉は、保存方法の近代化により用途が失われつつあり、老朽化と

併せ消失に拍車をかける状態となっている。また、貞山運河において波の浸食により石組護

岸の崩落が見られ、保存状態が良くないところが見受けられる。

  これらの歴史的建造物については、文化財の価値を知ってもらうための案内標識や説明板が

ほとんどなく、歴史的に認知されていないことから、人々の関心度も非常に低い。

（３）歴史的な景観に関する課題

   本市は仙台市に隣接することからベッドタウン化が進み、歌枕周辺まで影響が及んでいる。

これらの住宅については、都市計画上の制限や景観形成に関する規制がないことから、歌枕

の地としての風情を損ねるような状況が見受けられる。

  また、特別史跡周辺には、整備された史跡景観と江戸時代以来の農村景観が調和した風景が
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残っているが、多賀城南門跡から政庁跡を見ると電柱や電線類が眺望を阻害している。また、

近くには高層マンションが建設されているなど特別史跡の景観保全に支障を来している。

  さらに、塩竈街道では、近年、コンクリートブロック塀の設置や用水の暗渠化、市街化など

により、歴史的な道であることが認識しづらい環境となっている。

（中略）

３ 歴史的風致の維持及び向上に関する方針

  本市全域におよぶ歴史的風致を維持向上し、後世に脈々と継承していくために、前章で掲げ

た課題を解決すべく、以下のとおり基本方針を定める。

                            

（１）特別史跡多賀城跡附寺跡の保存と活用に関する方針

  保護顕彰の対象となってきた特別史跡に関しては、文化財保護法や保存管理計画に基づき、

適切に保存・管理・修復等の措置を講じ、史跡の一体的な活用を図る。

  また、案内板や史跡説明板などの老朽化した施設等の修理・修復をはじめ、新たな設置・整

備によるわかりやすいルートの表示を推進する。

  さらに、地域住民のみならず市内外の人々への歴史認識を高めるべく、文化財の拠点施設、

かつ観光面のシンボル的存在として多賀城南門等の復元を実施する。

（２）歴史的建造物に関する方針

  文化財の周辺環境については、環境悪化を防ぐための必要な措置を講じ、歴史的建造物とし

ての価値を再生する。

   また、未指定の建造物に関しては、調査結果を踏まえた上で歴史的風致形成建造物に指定し、

滅失の防止や修理・修復などに対する支援策を講じる。特に、板倉等の貴重な建造物につい

ては積極的な保存方法、活用方針を検討する。また、貞山運河に関しては、建造物そのもの

が有する歴史的価値を調査・検証することにより、市内外の人々に広く認識されるような取

り組みを実施する。

  さらに、市内に点在する建造物を繋いで「歴史の道」を定義し、回遊性の高いネットワーク

を構築していく。

（３）歴史的な景観に関する方針

  歴史的風致を形成している地区では、歴史的景観の阻害要因となる建築物や屋外広告物など

に対して、市民協働のもと、景観計画の策定を実施し、適正な規制誘導を行い風情のある街

並みの形成を図る。

  また、史跡景観や農村景観と調和した良好な景観を形成するため電線電柱類の地中化や沿道

の修景整備を実施する。

方 針

特別史跡の保存と活用

歴 史 的 建 造 物

歴 史 的 な 景 観



４ 歴史的風致の維持及び向上の推進における庁内体制

  計画の推進にあたっては、建設部都市計画課と教育委員会文化財課が事務局となって歴史ま

ちづくりワーキング会議にて連絡調整を行い、法律第１１条に規定される多賀城市歴史的風

致維持向上協議会や文化財保護委員会とも協議しながら、計画の変更や事業の追加・削除に

ついて実施していくこととする。なお、多賀城市歴史的風致維持向上協議会は毎年恒常的に

実施し、その都度事業の進行管理や歴史的風致の維持向上について確認を行うものとする。

歴史的風致を維持向上するための事業を展開するにあたっては、関係機関や個人との連携を

図りながら事業の円滑な実施に資することとする。

  さらに、計画の重大な変更にあたっては、法定協議会の調整・協議を行い、市民意見を聴取

して計画の更新を行うこととする。

第４章 重点区域の位置及び区域

１ 重点区域設定の考え方

  重点区域とは、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進する

ことが必要な地域である。このため、重点区域は、国指定文化財を中心とした地域で、それ

と深く関わる文化財と伝統的な活動が連綿と続いている地域を基本として設定する。

  本市には、特別史跡多賀城跡附寺跡やそれを背景に歌枕の地に代表される歴史的建造物が

所在し、地元の集落の人々による江戸時代以来の保護顕彰活動により受け継がれ、そしてそ

れらの人々による営農活動といった伝統的な営みが今日まで展開されている。これらの歴史

的風致については、文化財保護法に基づく保護措置、都市計画法による規制などによりこれ

までも維持向上を図ってきたが、価値付け不足や老朽化による農村集落内の板倉の解体、多

賀城跡などの保護顕彰や営農活動といった伝統的な活動の担い手の高齢化・後継者不足など、

歴史的風致が徐々に失われつつあるのが現状である。

  これらの課題を解決し、今ある歴史的風致を高め、次世代に継承していくために、歴史的風

致とそれらを取り巻く周辺環境を一体的に含めた範囲を重点区域として設定し、歴史的風致

の維持向上を図る。

  なお、重点区域は今後、本計画を推進することで、多賀城の歴史的風致の維持向上に寄与す

る範囲が生じた場合には、随時見直しするものとする

２ 重点区域の位置及び区域

（１）重点区域の名称及び面積

　     名称：多賀城市歴史的風致維持向上地区

　     面積：約３２７ha
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（２）重点区域の位置

  多賀城市においては、保護顕彰活動によって伝えられてきた特別史跡多賀城跡附寺跡や歌枕

と農村集落の原風景が重層的になっていることにより、歴史的風致が形成されている。

  このため、本市における重点区域の位置は、特別史跡多賀城跡附寺跡と多賀城外のまち並み

が展開されている山王・市川橋遺跡、古代多賀城や歌枕を保護顕彰し江戸時代以来の地割り

が残る

  市川・八幡の集落、江戸時代以来の農村集落としての佇まいを色濃く残す南宮集落を中心に

設定し、さらに、これらの地域の人々の営みに重要な役割を果たしてきた砂押川や貞山運河、

塩竈街道を含むものとする。

（３）重点区域の区域

  重点区域の区域は、本計画による事業の効果を高めるため、特別史跡を中心に、まち並みの

連続性や一体性を考慮しながら、都市計画における市街化区域、遺跡の範囲、道路、河川な

どの境で設定する。また、今後景観に関する施策を展開する区域も含めて重点区域に設定する。

  具体的には以下の区域によって重点区域を定める。

① 特別史跡及び歌枕の地（ただし、特別史跡のうち指定地が離れている柏木遺跡は含めない）

② 古代多賀城のまち並みが発見されている市川橋遺跡の範囲

③ 古代多賀城と歌枕の地を保護顕彰活動してきた市川・八幡地区

④ 塩竈街道沿いの南宮・山王地区のうち、歴史的風致を構成する板倉等の建造物が多く分布し、

    今後良好な景観形成を図りたいと考えているＪＲ東北本線北側の市街化区域と仙台市との

    行政界までの塩竈街道沿道区域

⑤ 市川橋下流の砂押川

⑥ 貞山橋－一の橋間の貞山運河

３ 期待される広域的な効果

  これまで多賀城市では、「史跡のまち」や「史都・多賀城」という名目で内外に謳ってきた

ものの、環境の変化や経済状況の転換等により、事業の進捗が進まない状況であった。今回、

歴史的風致維持向上計画の策定を契機として、埋蔵文化財以外の分野に関しても積極的に保

全と利活用を図ることで、本当の意味での歴史のまちとして成長する絶好の機会を得たと考

えられる。

  多賀城跡の歴史的建造物の復元及び修景、景観計画の策定、歌枕や貞山運河の魅力創出、さ

らには新たな歴史的価値を見出しつつある繁柱板倉等の保存活用等を重点区域内で展開する

ことにより、多賀城市特有の歴史的風致が多くの人々に伝えられ、観光集客や郷土愛、誇り

の醸成に繋がることが期待できる。  
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東北歴史博物館 

JR 国府多賀城駅 

JR 陸前山王駅 

図 21 歴史的風致の構成要素と重点区域及び関連施設分布図



埋蔵文化財調査センター 

JR 多賀城駅 

多賀城史遊館 

重点区域

多賀城市 



  ① 特別史跡及び歌枕の地

多賀城市域西半航空写真 ( 南より )      

歴史的風致維持向上計画における重点区域の構成要素

  ② 古代多賀城のまち並み（市川橋遺跡）

多賀城市域東半航空写真 ( 西より )

政庁跡航空写真 ( 南より )  政庁跡 ( 南より ) 多賀城碑覆屋 ( 南より ) 多賀城碑

多賀城廃寺跡航空写真 ( 南より ) 多賀城廃寺跡 ( 南より ) 特別史跡と一体となった緑 浮島 ( 歌枕の地 )

野田の玉川 ( 歌枕の地 ) おもわくの橋 ( 歌枕の地 ) 末の松山 ( 歌枕の地 ) 沖の井 ( 歌枕の地 )

  ③ ①の区域を保護顕彰活動してきた地区

市川地区 八幡地区

古代多賀城のまち並みイメージ図

道路跡（発掘調査） 運河跡（発掘調査）



  ④ 塩竈街道沿道区域

  南宮地区    市川地区 塩竈街道沿いの景観 伏石

板倉 陸奥総社宮 多賀神社 荒脛巾神社

庚申神社 慈雲寺 加瀬沼 加瀬沼堰堤

  ⑤ 砂押川（市川橋遺跡下流）   ⑥ 貞山運河

砂押川 貞山運河 貞山運河（石組護岸）

  ⑦ 関連施設（重点区域外）

東北歴史博物館（展示） 埋蔵文化財調査センター（展示） 史遊館（展示） 史遊館（体験学習）

国府多賀城駅（後方：東北歴史博物館） 陸前山王駅（前方：山王遺跡） 多賀城駅（前方：砂押川）



多賀城市域に所在する指定文化財
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